
大阪市営住宅指定管理者大阪市住宅供給公社

酷暑も過ぎ朝晩は少し肌寒く、秋の気配を感じる季節になりました。

住宅管理センターでは入居者の皆さまが楽しく住宅ライフを送っていただくこ

とが出来るようサービス向上に向けた取組みを進めています。引続き、市営住宅

管理へのご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

お住まいでお困りのことがあれば、お気軽に管轄の住宅管理センターまでご連

絡ください。

住宅管理センターニュース
2025.10月号

大切な書類です
「収入申告書」等の提出は

お済ですか？

市営住宅のうち、公営住宅・改良住宅・特別賃貸住宅等に入居されている方は、
①世帯の収入 ②住宅の広さ ③建築されてからの年数等によって家賃が決定し
ます。
このため大阪市において入居者の皆さまの世帯収入を把握する必要があり、
「収入申告書」等を提出していただいております。
「収入申告書」等は、皆様が入居されている住宅の令和８年度の家賃を決定す
るために必要な大切な書類です。

「収入申告書」等の提出がない場合は、世帯の収入が把握できず収入に応じた
家賃を算定できないため、来年度の家賃負担額が大きくなることがあります。

なお「収入申告書」等の提出期限である令和７年８月３１日までに提出いた
だいた入居者の皆さまには、提出された「収入申告書」等に基づき算出された
令和８年４月から翌年３月までの家賃について、令和８年２月上旬に大阪市か
ら通知されます。

未だ提出されていない方は、本年７月下旬に大阪市より送付された「収入申
告書」等及び同封のパンフレットをご確認の上、至急、管轄の住宅管理セン
ターへご提出してください。
（※特別賃貸住宅等にお住まいの方は「家賃減額申請書」が送付されています。）



受付待ち時間の短縮を図るため、各住宅管理センター

に「出すだけポスト」を設置しています。

「スマホセミナー」
開催しています！

書類提出（内容審査・確認不要の場合）のみで住宅管理センターにお越
しの場合は、提出書類に記載漏れが無いかご確認いただき「出すだけポス
ト」へ投函してください。

市内３ヶ所の住宅管理センターでは、市営住宅での買物支援やコ
ミュニティ活性化に繋がるイベントなどの支援を行っています。
また、共益費の集金代行など自治会支援サービス（一部有料）の相
談もお受けしていますのでご希望の自治会等がありましたらお気軽に
ご相談ください。

〇梅田住宅管理センター 電話：06（6343）5012
〇阿倍野住宅管理センター 電話：06（6649）1103
〇平野住宅管理センター 電話：06（6703）4236

マイナンバーの利用確認や公的な申請など、昨今、日常生活においてスマート

フォンで様々なことが利用可能になり、非常に便利なツールとなっています。

住宅管理センターでは、入居者の皆様が快適な住宅ライフを送って頂くようス

マートフォン提供会社のご協力を得て、セミナー開催に賛同いただける自治会

等と共催し、入居者を対象にしたスマートフォン操作の理解度にあわせたスマ

ホセミナーを開催しています。

セミナー開催希望の自治会等がございましたら、管轄の住宅管理センターまで

お問い合わせください。
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